
日本漢学文献の分類について

̶ 201 ̶

　

は
じ
め
に

　

現
在
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
お
い
て
、
鈴
木
淳
教
授
を
研
究
代
表
者

と
し
て
、「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
以
下
略
「
古
典
籍

Ｄ
Ｂ
」）
に
新
た
な
件
名
を
付
与
し
、
分
類
す
る
た
め
の
「
日
本
古
典
籍

分
類
概
念
表
」（
以
下
略
「
分
類
表
」）
の
確
立
の
た
め
の
共
同
研
究
が
進

め
ら
れ
て
い
る
（
文
部
科
学
省
研
究
助
成
基
盤
研
究
Ａ
「
日
本
古
典
籍
分

類
概
念
表
の
確
立
と
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
お
け
る
分
類
化

促
進
」）。
一
方
、
本
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
日
本
漢
文
学
研
究

の
世
界
的
拠
点
の
構
築
」
に
お
い
て
日
本
漢
文
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

は
採
択
時
か
ら
の
重
要
案
件
で
あ
っ
た
の
で
、
当
初
か
ら
該
館
に
お
け
る

月
例
の
「
分
類
研
究
会
」
と
、
不
断
に
連
絡
を
は
か
っ
て
き
た
。
す
な
わ

ち
、
平
成
十
七
年
十
月
十
七
日
に
は
、
高
山
節
也
拠
点
リ
ー
ダ
ー
が
同
研

究
会
に
お
い
て
「
漢
籍
・
準
漢
籍
」
に
つ
い
て
報
告
し
、
同
研
究
会
の
方

針
と
し
て
準
漢
籍
の
概
念
は
、「
四
部
分
類
に
よ
る
漢
籍
の
存
在
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
和
書
目
録
と
し
て
独
立
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
目
録
の
中
に
、
準
漢
籍
と
い
う
分
類
は
か
な
ら
ず
し
も
立
て
る
必
要
な

い
」「
少
な
く
と
も
四
部
分
類
す
る
必
要
性
は
な
い
」（
当
日
の
議
事
録
よ

り
）
と
い
う
方
向
に
進
ん
だ
。

　

一
方
、
町
は
日
本
漢
文
資
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
一
環
と
し
て
、
国
文

学
研
究
資
料
館
が
運
用
し
て
い
た
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
検
索
結
果

等
を
利
用
し
て
、
平
成
十
八
年
三
月
に
江
戸
期
の
漢
学
文
献
、
お
よ
び
江

戸
〜
明
治
期
の
日
本
漢
詩
文
文
献
の
冊
子
体
目
録
を
編
成
し
た
（『
江
戸

漢
学
書
目
』『
江
戸
明
治
漢
詩
文
書
目
』）。『
江
戸
漢
学
書
目
』
に
つ
い
て

は
、
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
漢
学
、
お
よ
び
儒
学
に
分
類
さ
れ
て

い
る
文
献
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
、
い
わ
ゆ
る
「
準
漢
籍（
１
）」
に
対
し
て
は

漢
籍
の
た
め
の
四
部
分
類
を
準
用
し
て
分
類
し
、
そ
れ
以
外
の
文
献
は
書

名
の
五
十
音
順
に
よ
っ
て
排
列
す
る
二
部
構
成
で
編
集
し
た
。『
江
戸
明

治
漢
詩
文
書
目
』
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら

〔
研
究
ノ
ー
ト
〕

　
　

日
本
漢
学
文
献
の
分
類
に
つ
い
て

　

町 

泉
寿
郎
・
清
水 

信
子
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漢
詩
・
漢
文
・
漢
詩
文
に
分
類
さ
れ
て
い
る
文
献
を
取
り
出
し
、
明
治
期

の
文
献
に
つ
い
て
は
国
立
国
会
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
っ
て
取
り

出
し
、
そ
れ
ら
を
併
せ
て
刊
行
年
・
成
立
年
な
ど
年
代
の
判
明
し
て
い
る

文
献
に
関
し
て
は
年
表
化
し
、
別
に
全
部
を
書
名
と
著
者
名
の
五
十
音
順

に
よ
っ
て
排
列
し
編
成
し
た
。

　

両
書
目
を
編
成
し
た
こ
と
を
機
会
に
、
町
は
平
成
十
八
年
四
月
か
ら

「
分
類
研
究
会
」
に
コ
ア
メ
ン
バ
ー
と
し
て
参
加
し
、
平
成
十
九
年
二
月

二
十
六
日
に
岡
野
康
幸
（
本
プ
ロ
グ
ラ
ム
研
究
助
手
）・
清
水
信
子
と
と

も
に
「
準
漢
籍
」
の
分
類
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
時
の
報

告
「
分
類
表
の
検
討―

準
漢
籍
に
つ
い
て―

」
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

分
類
研
究
会
の
基
本
方
針
と
し
て
は
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
登
録
さ
れ

た
文
献
（『
国
書
総
目
録
』
と
『
古
典
籍
総
合
目
録
』
と
が
そ
の
主
な
情

報
源
）
の
分
類
見
直
し
を
目
的
と
し
、
そ
の
見
直
し
の
た
め
の
土
台
と
な

る
分
類
を
、『
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』（
昭
和
三
十
六
〜
七
年
発
行
）

『
改
訂
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
』（
昭
和
五
十
年
発
行
）（
以
下
略
『
内

閣
国
書
目
』）
の
そ
れ
に
置
い
て
い
た
。
我
々
が
研
究
会
の
場
で
求
め
ら

れ
た
の
は
、「
準
漢
籍
」
の
あ
る
べ
き
分
類
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、「
古

典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
は
当
然
な
が
ら
「
準
漢
籍
」
と
い
う
分
類
項
目
は
な
く
、

「
準
漢
籍
」
と
重
な
り
の
大
き
い
文
献
群
と
し
て
は
、
ま
ず
「
漢
学
」「
儒

学（
２
）」
に
分
類
さ
れ
た
書
籍
が
想
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
課
題

は
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
「
漢
学
」「
儒
学
」
に
分
類
さ
れ
た
文
献

を
、『
内
閣
国
書
目
』
に
お
け
る
「
漢
学
」、
お
よ
び
他
の
国
書
と
は
別
掲

さ
れ
て
い
る
「
準
漢
籍
」
と
比
較
対
照
し
て
そ
の
内
容
の
異
同
を
検
討

し
、『
内
閣
国
書
目
』
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
分
類
に
よ
っ
て
当
該
書
を
分

類
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
こ
と
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
本
稿

は
、
そ
の
具
体
的
な
検
証
作
業
の
結
果
と
、
そ
の
作
業
を
踏
ま
え
た
日
本

漢
学
文
献
に
お
け
る
新
た
な
分
類
に
関
す
る
提
言
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ

に
際
し
て
は
、
随
時
、
資
料
の
表
１
か
ら
４
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

な
お
、
本
稿
は
本
文
を
町
・
清
水
が
共
同
で
作
成
し
、
付
表
を
主
に
清

水
が
作
成
し
た
。

　

一　

内
閣
文
庫
目
録
の
現
状
と
そ
の
問
題
点

（
１
）「
準
漢
籍
」
の
収
録
内
容
と
そ
の
分
類

　

中
国
古
典
に
関
す
る
邦
人
注
釈
や
編
著
、
い
わ
ゆ
る
「
準
漢
籍
」
は
、

『
内
閣
国
書
目
』、
お
よ
び
『
改
訂
内
閣
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』（
昭
和

四
十
六
年
発
行
）（
以
下
略
『
内
閣
漢
籍
目
』）
の
そ
れ
ぞ
れ
に
漢
籍
、
お

よ
び
国
書
と
は
別
に
立
項
さ
れ
、
そ
の
分
類
は
四
部
分
類
に
準
拠
し
て

い
る
。
但
し
、
そ
の
著
録
基
準
に
は
曖
昧
な
面
が
あ
り
、
医
書
、
天
文

暦
算
、
藝
術
、
仏
書
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
準
漢
籍
、
或
い
は
漢
籍
と
し

て
、
子
部
の
医
家
・
天
文
算
法
、
藝
術
、
釈
家
の
各
類
に
分
類
す
る
こ
と

が
可
能
な
文
献
で
あ
り
な
が
ら
、
国
書
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が

多
い
。
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具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、
医
書
で
は
、
第
十
三
門
「
医
学
」
の
第
二
類

「
漢
方
」
に
、
多
紀
元
簡
『
傷
寒
論
輯
義
』、
中
西
惟
忠
『
傷
寒
論
辨
正
』

等
の
漢
・
張
機
『
傷
寒
論
』
関
連
文
献
、
ま
た
林
羅
山
『
本
草
綱
目
序

註
』、
小
野
職
博
撰
小
野
職
孝
等
編
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
等
の
明
・
李
時

珍
『
本
草
綱
目
』
関
連
文
献
が
散
見
し
、
天
文
暦
算
書
で
は
第
十
二
門

「
理
学
」
の
第
二
類
「
天
文
暦
算
」
に
、
西
村
遠
里
『
天
経
或
問
注
解
』

等
の
清
・
游
藝
『
天
経
或
問
』
関
連
文
献
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

ら
は
準
漢
籍
と
し
て
各
々
子
部
の
医
家
類
、
天
文
算
法
類
に
分
類
す
る
こ

と
が
可
能
な
文
献
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
れ
ら
の
目
録
著
録
記
事
に

は
、
い
ず
れ
も
各
編
著
者
事
項
に
原
著
者
名
の
記
載
が
無
い
。

　

仏
書
の
場
合
、
釈
畺
良
耶
舍
訳
『
仏
説
観
無
量
寿
経
』
や
釈
鳩
摩
羅
什

訳
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
等
の
経
典
の
中
に
、
各
種
諸
本
に
よ
っ
て
は
、
漢

籍
目
録
の
釈
家
類
に
分
類
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
国
書
と
し
て
第
三

門
「
仏
教
」
の
第
二
類
「
経
・
律
・
論
・
疏
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
も
あ

る
。
ま
た
編
著
者
事
項
に
つ
い
て
は
、
医
書
、
天
文
暦
算
書
の
場
合
と
同

様
、
漢
籍
目
録
に
著
録
さ
れ
る
場
合
に
は
明
記
さ
れ
、
国
書
目
録
に
著
録

さ
れ
る
場
合
に
は
記
載
が
無
い
が
、
意
図
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
他
藝
術
類
で
は
、
書
道
の
法
帖
類
と
し
て
、
例
え
ば
『
千
字
文
』

の
よ
う
な
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
漢
籍
と
す
べ
き
内
容
の
も
の
も
、
日
本

人
の
筆
跡
で
あ
る
場
合
は
、
国
書
と
し
て
第
十
五
門
「
藝
術
」
の
第
二
類

「
書
画
」
の
「（
三
）
書
蹟
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
し
て
同
項

「（
二
）
絵
画
」
に
は
、
葛
飾
北
斎
画
『
絵
本
唐
詩
選
五
言
絶
句
』
が
分
類

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
同
項
に
は
、
釈
白
華
『
佩
文
斎
画
説
輯
要
』、
曽

根
隼
『
古
今
印
例
』
が
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
目
録
に
よ
っ
て

は
「
準
漢
籍
」
の
藝
術
類
に
分
類
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
子
部
の
医
家
、
天
文
算
法
、
藝
術
、
釈
家
の
各
類
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
内
閣
文
庫
の
漢
籍
、
国
書
の
両
目
録
に
お
け
る
「
準
漢
籍
」
の

分
類
基
準
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
全
体
と
し
て
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
は
本
目
録
に
お
け
る
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る
。

（
２
）「
準
漢
籍
」
以
外
の
漢
学
文
献
の
収
録
内
容
と
そ
の
分
類

　

次
に
『
内
閣
国
書
目
』
は
、
凡
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
分
類
を
『
大
東
急

記
念
文
庫
書
目
』（
昭
和
三
十
年
発
行
、
以
下
略
『
大
東
急
目
』）
の
そ
れ

に
準
拠
し
た
と
い
い
、
実
際
に
は
蔵
書
構
成
を
勘
案
し
て
『
大
東
急
目
』

の
分
類
に
適
宜
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
大
き
な
差
違

は
、『
内
閣
国
書
目
』
で
は
、「
準
漢
籍
」
と
し
て
別
掲
さ
れ
た
中
国
古
典

に
関
す
る
邦
人
注
釈
が
、『
大
東
急
目
』
で
は
、
漢
籍
と
と
も
に
四
部
分

類
に
よ
っ
て
各
該
当
部
類
に
排
列
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　
『
内
閣
国
書
目
』
以
降
、
そ
の
分
類
に
倣
っ
て
「
準
漢
籍
」
を
立
項
す

る
目
録
も
増
加
し
た
が
、
立
項
し
な
い
目
録
も
依
然
と
し
て
少
な
く
な

い
。
例
え
ば
『
二
松
学
舎
大
学
附
属
図
書
館
和
書
目
録
』、
ま
た
『
静
嘉

堂
文
庫
国
書
分
類
目
録
』
等
が
あ
る
。
前
者
は
凡
例
に
よ
れ
ば
、
そ
の
分

類
を
原
則
と
し
て
『
内
閣
国
書
目
』
に
準
じ
て
お
り
、『
内
閣
国
書
目
』

が
「
準
漢
籍
」
以
外
の
邦
人
論
説
等
の
漢
学
文
献
を
、
第
五
門
「
文
学
」
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の
第
二
類
「
漢
文
」
の
第
一
項
「
総
記　

附
漢
学
」
に
分
類
し
て
い
る
の

に
倣
っ
て
、
そ
れ
ら
の
文
献
を
、
主
に
「
Ｇ
漢
詩
文
」
の
「
３　

漢
学
」

に
配
当
し
、
ま
た
後
者
静
嘉
堂
文
庫
は
主
に
「
二　

漢
文
」
の
「（
五
）

雑
著
」
に
配
当
し
て
い
る
（
表
１
参
照
）。
両
目
録
と
も
「
準
漢
籍
」
と

は
立
項
せ
ず
、
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
文
献
は
、『
大
東
急
目
』
と
同
様
に

漢
籍
目
録
に
排
列
し
て
い
る
。

　
「
準
漢
籍
」
を
四
部
分
類
す
る
一
方
で
、『
内
閣
国
書
目
』
は
ひ
と
つ
の

分
類
項
目
内
の
排
列
は
著
作
年
代
順
に
従
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
と

し
て
、
同
目
録
に
お
い
て
は
「
総
記　

附
漢
学
」
の
「
漢
学
」
は
著
作
年

代
順
に
排
列
さ
れ
る
の
み
で
、
十
分
な
分
類
さ
れ
て
い
な
い
（
３
）。
そ
の
た

め
、
著
述
内
容
の
詳
細
等
実
体
が
窺
知
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
該
項
目
以
外
に
も
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
「
漢
学
」
と

し
て
分
類
さ
れ
る
文
献
が
分
散
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
第
十
一
門
「
教

育
」
の
第
二
類
「
教
訓
」
に
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
を
は
じ
め
各
種
目
録
に

お
い
て
「
漢
学
」
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
文
献
が
散
見
す
る
。
例
え

ば
、
同
項
に
は
浅
見
絅
斎
『
靖
献
遺
言
』、
大
塩
中
斎
『
洗
心
洞
箚
記
』、

貝
原
益
軒
『
初
学
知
要
』
が
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
で
は
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
他
、
各
種
目
録
に

お
い
て
も
「
漢
学
」
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。

　

或
い
は
ま
た
、
そ
の
反
対
に
那
波
魯
堂
『
学
問
源
流
』
の
よ
う
に
『
内

閣
国
書
目
』
で
は
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
で

は
「
教
育
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
が
あ
り
、
さ
ら
に
『
内
閣
国

書
目
』、
及
び
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
で
は
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
る
林
羅
山

『
巵
言
抄
』、
佐
藤
一
斎
『
言
志
録
』
が
、
目
録
に
よ
っ
て
は
「
教
育
」

「
教
訓
」
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
漢

学
」
と
「
教
育
」「
教
訓
」
分
野
と
の
分
類
基
準
は
各
種
目
録
に
よ
っ
て

そ
の
判
断
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
確
で

は
な
い
。

　

以
上
の
挙
例
か
ら
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
「
漢
学
」
と
分
類
さ

れ
る
文
献
は
、
各
種
の
分
類
目
録
に
お
い
て
は
、
ま
ず
「
準
漢
籍
」
と
文

学
門-

漢
文
類
の
一
項
目
と
し
て
の
「
漢
学
」、
す
な
わ
ち
特
定
の
中
国

古
典
に
基
づ
か
な
い
邦
人
論
説
等
の
漢
学
文
献
に
分
離
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
狭
義
の
「
漢
学
」
文
献
は
十
分
な
分
類
を
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に

子
細
に
み
れ
ば
「
教
育
」「
教
訓
」
に
も
隣
接
分
野
が
広
が
っ
て
お
り
、

全
体
と
し
て
「
漢
学
」
と
し
て
自
立
し
て
い
な
い
感
を
否
め
な
い
。

　

こ
う
し
た
文
学
門-

漢
文
類
の
一
項
目
と
し
て
の
「
漢
学
」
の
分
類
が

成
立
し
た
要
因
と
し
て
は
、
漢
籍
と
国
書
の
中
間
に
「
準
漢
籍
」
を
立
項

し
た
こ
と
に
よ
り
国
書
の
分
類
が
、
第
一
門
「
総
記
」、
第
二
門
「
神
祇

（
附
国
学
）」、
第
三
門
「
仏
教
」、
第
四
門
「
言
語
」、
第
五
門
「
文
学
」

…
の
順
と
な
っ
て
、「
学
問
・
思
想
」
分
野
に
分
類
す
べ
き
文
献
が
国
書

の
中
か
ら
欠
落
し
、
そ
の
一
方
で
「
準
漢
籍
」
を
除
外
し
た
た
め
に
「
漢

学
」
文
献
の
絶
対
数
が
減
少
し
た
こ
と
か
ら
「
漢
学
」
を
独
立
さ
せ
る
に

及
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
一
機
関
の
蔵
書
に
止
ま
ら
な
い
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
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の
よ
う
な
聯
合
目
録
の
場
合
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
「
漢
学
」
の
分
類
に

関
す
る
問
題
は
、
さ
ら
に
増
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば

文
学
門-
漢
文
類
の
一
項
目
で
あ
る
「
総
記　

附
漢
学
」
に
排
列
す
る
方

法
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
の
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め

る
『
国
書
総
目
録
』
に
お
け
る
分
野
別
著
録
数
で
見
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。「
漢
学
（
八
、三
二
一
）・
儒
学
（
三
六
一
）」
計
八
、六
八
二
件
の

う
ち
、「
準
漢
籍
」
と
し
て
分
類
で
き
る
も
の
は
、
前
掲
の
『
江
戸
漢
学

書
目
』
に
お
け
る
結
果
か
ら
、
お
よ
そ
六
、〇
一
七
件
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
以
外
の
二
、八
八
四
件
も
の
文
献
が
「
総
記　

附
漢
学
」
に
相
当
し
、

そ
れ
が
「
漢
文
（
六
七
三
）・
漢
文
集
（
四
）・
漢
詩
（
五
、七
八
八
）・

漢
詩
集
（
一
〇
）・
漢
詩
文
（
三
、四
五
五
）・
詩
文
（
二
四
）・
詩
文
集

（
一
九
）」
計
九
九
七
三
件
の
前
に
排
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
新
た

な
分
類
項
目
の
設
定
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ま
し

て
、
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
の
よ
う
に
「
準
漢
籍
」
を
立
項
し
な
い
場
合
に
は
、

「
漢
学
（
八
、三
二
一
）・
儒
学
（
三
六
一
）」
計
八
六
八
二
件
が
一
団
と
な

る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
適
切
な
分
類
の
設
定
は
不
可
欠
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
内
閣
国
書
目
』
の
「
準
漢
籍
」「
漢
学
」
の
分
類
に

は
、
問
題
点
、
及
び
課
題
が
あ
る
た
め
、
新
た
な
分
類
概
念
、
及
び
「
分

類
表
」
の
確
立
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
改
訂
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、『
内
閣
国
書
目
』
系
列
の
目
録
と
は
分

類
方
針
を
異
に
す
る
既
存
の
各
種
目
録
に
お
け
る
漢
学
文
献
の
分
類
を
参

考
に
し
て
み
よ
う
。

　

二　

参
考
に
す
べ
き
目
録

　
『
内
閣
国
書
目
』
と
そ
の
分
類
概
念
を
異
に
す
る
目
録
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
無
窮
会
図
書
館
の
諸
目
録
、
ま
た
『
東
北
大
学
所
蔵
和
漢
書
古
典

分
類
目
録　

和
書
』（
昭
和
五
十
一
〜
四
年
発
行
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
準
漢
籍
」
と
い
う
項
を
立
て
ず
、
ま
た
そ
の
他
の
邦

人
論
説
等
の
分
類
に
つ
い
て
は
、『
内
閣
国
書
目
』
よ
り
も
各
文
献
の
内

容
に
鑑
み
、
主
体
的
に
細
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
『
内
閣
国
書
目
』

の
既
定
の
分
類
を
改
訂
し
て
い
く
に
当
た
り
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
こ
で
ま
ず
そ
れ
ら
各
目
録
に
お
け
る
日
本
漢
学
文
献
の
分
類
に
つ

い
て
概
観
す
る
。

（
１
）
無
窮
会
図
書
館
の
諸
目
録

　

無
窮
会
図
書
館
の
主
要
な
文
庫
目
録
に
は
平
沼
文
庫
第
一
輯
（
川
合
槃

山
旧
蔵
書
目
録
）（
昭
和
三
十
一
年
発
行
）、
同
第
二
輯
（
昭
和
三
十
六
年

発
行
）、
天
淵
文
庫
（
昭
和
三
十
九
年
発
行
）、
神
習
文
庫
（
昭
和
十
年
発

行
）、
織
田
文
庫
（
昭
和
十
六
年
発
行
）
の
各
目
録
と
、『
真
軒
先
生
旧
蔵

書
目
録
』（
昭
和
八
年
発
行
、
以
下
略
『
真
軒
目
』）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

漢
籍
と
国
書
と
は
別
掲
さ
れ
て
お
ら
ず
、
漢
籍
と
そ
の
邦
人
注
釈
、
及
び

そ
の
他
論
説
等
の
漢
学
文
献
は
、
四
部
分
類
的
概
念
に
沿
い
つ
つ
独
自
の

項
目
設
定
に
よ
り
分
類
さ
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。
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各
目
録
の
項
目
設
定
を
順
に
見
る
と
、
平
沼
第
二
輯
、
天
淵
、
神
習
は

ほ
ぼ
同
一
で
、
準
漢
籍
は
、
経
・
子
部
に
相
当
す
る
文
献
を
「
第
六
門　

学
術
・
論
説
」「
乙　

経
書
」「
丙　

諸
子
」「
丁　

医
学
」
等
に
、
史
部

相
当
文
献
を
「
第
二
門　

歴
史
・
伝
記
」「
第
二
部　

中
国
」
に
、
集
部

相
当
文
献
を
「
第
七
門　

文
学
・
語
学
」「
丙　

漢
文
学
」
に
と
概
ね
三

分
さ
れ
、
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
邦
人
論
説
等
は
、

「
第
六
門　

学
術
・
論
説
」「
丙　

諸
子
」
に
、
漢
籍
、
及
び
そ
の
邦
人
注

釈
と
と
も
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
「
一
、
儒
家
類
」
に
分
類
さ
れ

る
文
献
が
多
い
た
め
、
該
類
は
さ
ら
に
山
崎
闇
斎
門
と
そ
れ
以
外
と
し
て

「（
崎
門
）」「（
除
崎
門
）」
と
い
う
よ
う
に
、
編
著
者
の
学
派
に
よ
り
細
分

さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
織
田
文
庫
目
録
は
、
中
国
古
典
に
関
す
る
邦
人
注
釈
に
つ
い
て

は
、
経
・
子
部
相
当
文
献
は
「
儒
道
」
の
「
経
部
」、
及
び
「
百
家
部
」

に
、
史
部
相
当
文
献
は
「
史
部
」
の
「
支
那
」
に
、
集
部
相
当
文
献

は
「
集
部
」
の
「
漢
文
漢
詩
」
に
、
各
々
漢
籍
と
と
も
に
排
列
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
邦
人
論
説
等
は
、「
儒
道
」
の
「
伝
部
」
に
「
本
邦
撰
述

類
」「
崎
門
撰
述
類
」
等
と
、
前
出
三
目
録
と
同
様
に
闇
斎
門
と
非
闇
斎

門
と
い
う
編
著
者
の
学
派
の
別
に
よ
り
分
類
さ
れ
て
い
る
。
但
し
本
目

録
の
場
合
、
漢
籍
は
「
支
那
撰
述
類
」
と
し
て
国
書
と
は
区
別
さ
れ
て
い

る
。

　

他
方
、
平
沼
第
一
輯
と
『
真
軒
目
』
の
場
合
は
そ
の
蔵
書
構
成
が
漢
籍

中
心
で
あ
る
た
め
、
そ
の
分
類
設
定
は
ほ
ぼ
四
部
分
類
に
準
拠
し
て
お

り
、
漢
籍
と
国
書
の
分
類
は
前
出
の
諸
目
録
に
比
し
、
よ
り
一
元
的
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
『
真
軒
目
』
で
は
、
漢
文
体
で
は
あ
る
も
の

の
一
般
に
は
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
な
い
『
大
日
本
史
』『
日
本
外
史
』

『
令
義
解
』
等
に
つ
い
て
も
、
順
に
「
乙　

史
部
」
の
「
一　

紀
伝
類
」、

同
「
二　

編
年
類
」、
同
「
八　

職
官
政
書
類
」
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
平
沼
第
一
輯
に
お
い
て
は
、
近
代
以
降
の
和
文
文
献
に
つ
い
て
も

漢
籍
と
同
列
に
四
部
分
類
に
よ
り
排
列
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
邦

人
論
説
は
、
両
目
録
と
も
概
ね
子
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
平
沼
第
一
輯
は

「
儒
法
雑
家
類
」
に
、『
真
軒
目
』
は
「
儒
家
雑
家
類
」
に
排
列
さ
れ
て
い

る
。

（
２
）『
東
北
大
学
所
蔵
和
漢
書
古
典
分
類
目
録　

和
書
』（
以
下
略
『
東

北
大
目
』）

　

本
目
録
に
お
け
る
中
国
古
典
に
関
す
る
邦
人
注
釈
は
、
経
書
、
諸
子
類

等
経
部
、
子
部
相
当
文
献
は
大
分
類
「
二　

哲
学
・
宗
教
・
教
育
」
の

中
分
類
「（
四
）
儒
教
・
諸
子
」
の
さ
ら
に
下
位
分
類
「
四　

儒
教
古
典

注
釈
」「
六　

諸
子
」、
或
い
は
同
大
分
類
の
中
分
類
「（
五
）
道
教
・
術

数
」
に
分
類
さ
れ
、
史
部
相
当
文
献
は
大
分
類
「
三　

歴
史
・
地
理
」

に
、
経
部
の
う
ち
小
学
類
、
及
び
集
部
相
当
文
献
は
大
分
類
「
五　

言

語
・
文
学
」
に
各
々
分
類
さ
れ
て
い
る
（
表
１
参
照
）。
そ
し
て
そ
の
他

の
邦
人
論
説
等
の
漢
学
文
献
に
つ
い
て
は
、
前
出
中
国
古
典
注
釈
の
経

部
、
子
部
相
当
文
献
と
と
も
に
「
二　

哲
学
・
宗
教
・
教
育
」
の
「（
四
）
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儒
教
・
諸
子
」
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
下
位
分
類
と
し
て
、
雑
著
的
な

も
の
を
「
一　

儒
教
総
雑
」
に
、
伊
藤
東
涯
『
古
今
学
変
』
と
い
っ
た
学

術
史
的
な
も
の
を
「
二　

儒
教
史
」
に
、
浅
見
絅
斎
『
家
礼
師
説
』
と
い

っ
た
儀
礼
的
な
も
の
を
「
三　

儒
教
儀
礼
」
に
分
類
し
、
各
人
の
論
説

は
「
五　

儒
教
教
説
」
に
、
各
編
著
者
の
学
派
別
に
分
類
さ
れ
、
注
釈
と

は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
目
録
の
場
合
、
中
国
古
典
注
釈
と

そ
の
他
の
漢
学
資
料
は
、
二
元
的
に
分
類
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
そ
の

他
、
伊
藤
東
涯
『
学
問
関
鍵
』、
江
村
北
海
『
授
業
編
』、
ま
た
前
掲
那
波

魯
堂
『
学
問
源
流
』
等
の
漢
学
に
関
す
る
概
論
的
な
文
献
は
、「
二　

哲

学
・
宗
教
・
教
育
」
の
「（
一
〇
）
教
育
」
の
「
一　

教
育
総
雑
」
に
分

類
さ
れ
、
さ
ら
に
、
原
念
斎
『
先
哲
叢
談
』
と
い
う
よ
う
な
漢
学
者
の
伝

記
は
、
大
分
類
「
三　

歴
史
・
地
理
」
の
「（
三
）
伝
記
」
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。

　

邦
人
論
説
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
本
目
録
は
無
窮
会
の
諸
目
録
よ
り
も

細
分
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
該
当
文
献
数
の
多
寡
を
は
じ
め
と
し
た
蔵

書
構
成
の
相
違
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
分
類
は
、
編
著
者
に
主
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

三　

分
類
試
案

　

前
項
ま
で
の
各
種
目
録
の
現
状
と
課
題
、
及
び
参
考
点
を
勘
案
し
、
実

際
に
「
漢
学
」「
儒
学
」
分
野
に
お
け
る
新
た
な
分
類
項
目
の
設
定
を
試

み
る
。
対
象
と
す
べ
き
「
漢
学
」「
儒
学
」
文
献
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る

「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
は
、「
漢
学
」「
儒
学
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る

も
の
の
他
に
も
、
前
述
の
よ
う
に
教
育
・
教
訓
に
分
類
さ
れ
る
も
の
が
あ

り
、
ま
た
後
述
の
よ
う
に
歴
史
、
法
制
・
政
治
等
々
に
分
類
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。
今
回
は
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
て
、
新
た
に
大
分
類
「
漢
学
」
を

立
項
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
中
分
類
、
小
分
類
等
の
下
位
分
類
の
項
目
を

設
定
し
、
分
類
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
下
位
分
類
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

中
国
古
典
に
基
づ
く
文
献
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
に
お
い
て
参
考
目
録

に
挙
げ
た
無
窮
会
の
諸
目
録
、
及
び
『
東
北
大
目
』
の
よ
う
に
、
経
書
、

諸
子
、
史
書
類
と
い
う
四
部
分
類
的
概
念
に
則
る
方
法
が
、
妥
当
と
判
断

し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
特
定
の
中
国
古
典
に
基
づ
か
な
い
各
者

の
論
説
等
に
つ
い
て
は
、『
内
閣
国
書
目
』
で
は
主
に
著
作
年
代
順
に
よ

り
、
前
掲
『
江
戸
漢
学
書
目
』
で
は
書
名
の
五
十
音
順
に
よ
り
、
と
も
に

分
類
を
放
棄
し
て
い
る
が
、
分
類
項
目
を
設
定
す
る
に
は
著
述
内
容
に
従

う
方
法
か
、
ま
た
は
編
著
者
に
よ
る
方
法
か
が
考
え
ら
れ
る
。
著
述
内
容

に
従
う
方
法
も
検
討
し
た
が
、
従
来
依
拠
す
べ
き
分
類
が
無
く
、
一
か
ら

私
案
を
作
る
し
か
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
一
方
、
編
著
者
に
関
し
て

は
、
無
窮
会
の
諸
目
録
、『
東
北
大
目
』
の
分
類
概
念
が
参
照
で
き
、
国

書
全
体
と
い
う
、
よ
り
多
様
な
資
料
に
対
応
す
る
た
め
、『
東
北
大
目
』

の
各
所
属
学
派
に
よ
る
分
類
が
有
効
で
あ
り
、
か
つ
学
派
別
分
類
に
関
し

て
は
従
来
の
漢
学
者
に
関
す
る
伝
記
研
究
の
蓄
積
が
利
用
で
き
る
と
判
断
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さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
漢
学
」
文
献
を
四
部
分
類
を
準
用
し
て
分
類
し
た
中
国
古
典

注
釈
と
学
派
別
に
分
類
し
た
邦
人
論
説
と
に
分
類
す
る
こ
と
は
、
一
定
の

理
念
的
根
拠
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
国
書
に
お
け
る
神
祇

門
の
文
献
が
日
本
書
紀
等
の
注
解
を
内
容
と
す
る
総
記
か
ら
始
ま
り
、
続

い
て
諸
家
神
道
を
流
派
別
に
排
列
し
て
お
り
、
同
じ
く
仏
教
門
が
概
論
・

史
伝
等
を
内
容
と
す
る
総
記
か
ら
始
ま
り
、
次
い
で
経
律
論
疏
の
注
解
を

置
き
、
続
い
て
各
宗
派
を
排
列
し
て
い
る
の
に
、
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
大
分
類
「
漢
学
」
に
続
く
中
分
類
の
第
一
に
は
、
上
述

の
神
祇
門
、
仏
教
門
の
分
類
理
念
に
準
じ
て
「
総
記
」
を
置
き
、
叢
書

等
、
漢
学
に
関
す
る
概
論
、
漢
学
史
や
漢
学
者
の
伝
記
、
及
び
儀
礼
や
井

田
等
に
関
す
る
文
献
を
配
当
す
る
。
そ
し
て
次
に
特
定
の
中
国
古
典
に
基

づ
く
文
献
を
「
中
国
古
典
注
釈
」、
続
い
て
そ
の
他
特
定
の
中
国
古
典
に

直
接
的
に
は
関
わ
ら
な
い
漢
学
全
般
に
関
す
る
論
説
等
を
「
論
説
」
と
す

る
。

　
「
中
国
古
典
注
釈
」
は
概
ね
経
書
、
史
書
、
及
び
諸
子
の
よ
う
に
四
部

分
類
に
準
じ
た
分
類
を
採
る
。
但
し
、
中
国
古
典
に
基
づ
く
文
献
で
あ
っ

て
も
、
該
当
す
る
文
献
が
無
い
、
或
い
は
少
数
の
分
野
に
つ
い
て
は
初
め

か
ら
そ
の
項
目
を
設
け
な
い
。
ま
た
該
当
文
献
数
に
関
わ
ら
ず
「
漢
学
」

以
外
の
他
分
野
へ
の
分
類
が
妥
当
な
場
合
に
は
、
大
分
類
「
漢
学
」
よ
り

除
外
す
る
。
そ
の
上
で
選
定
さ
れ
た
対
象
文
献
に
応
じ
て
小
分
類
以
下
の

分
類
項
目
を
設
定
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
け

る
中
国
古
典
に
基
づ
く
文
献
に
つ
い
て
、『
内
閣
漢
籍
目
』
の
四
部
分
類

に
よ
り
分
類
し
、
同
Ｄ
Ｂ
と
四
部
分
類
に
お
け
る
分
類
項
目
を
対
照
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

対
照
結
果
は
表
２
に
一
覧
に
し
た
が
、
四
部
各
部
類
に
お
い
て
「
古
典

籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
け
る
分
類
項
目
が
複
数
あ
る
場
合
は
、
そ
の
該
当
文
献
数

が
多
い
主
な
分
類
項
目
に
「
○
」
を
付
し
、「
△
」
以
下
に
示
し
た
分
類

項
目
は
そ
の
他
の
少
数
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
設
定
し
た
具
体
的
な

分
類
項
目
は
後
述
す
る
。
こ
の
対
照
作
業
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
け
る
漢
学
文
献
の
「
漢
学
」
以
外
の
分
野
へ

の
散
在
状
況
、
及
び
そ
の
近
接
領
域
分
野
が
改
め
て
明
白
と
な
っ
た
。

　

一
方
、「
論
説
」
は
各
編
著
者
の
学
派
別
に
よ
り
分
類
し
、
そ
の
学
派

の
名
称
を
小
分
類
項
目
と
す
る
。
こ
の
細
分
に
当
た
っ
て
は
、「
学
派
」

の
概
念
、
名
称
、
ま
た
各
自
の
「
所
属
」
等
、
諸
問
題
が
内
在
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
明
確
に
定
義
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

以
下
、
実
際
の
分
類
項
目
と
対
象
文
献
例
を
挙
げ
る
。

（
１
）
設
定
分
類
項
目
（
表
３
参
照
）

○
大
分
類
「
漢
学
」

　

本
分
類
は
、
原
則
と
し
て
「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
「
漢
学
」「
儒

学
」
に
分
類
さ
れ
た
文
献
を
対
象
と
す
る
。
但
し
、
同
Ｄ
Ｂ
に
お
い
て
該
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分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
漢
学
」
以
外
の
他
分
野

へ
の
分
類
が
妥
当
な
場
合
等
は
除
外
す
る
場
合
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
。

○
中
分
類
「
総
記
」―

小
分
類―

小
項
目―

細
目

　

本
分
類
は
、
漢
学
全
般
に
関
す
る
概
説
的
な
文
献
を
対
象
と
し
、
小
分

類
に
は
、
叢
書
そ
の
他
雑
著
的
な
文
献
を
配
当
す
る
「
総
雑
」、
漢
学
に

関
す
る
概
論
的
な
文
献
を
配
当
す
る
「
概
論
」、
漢
学
史
や
漢
学
者
の
伝

記
を
配
当
す
る
「
歴
史
」、
中
国
に
お
け
る
儀
礼
、
祭
祀
、
井
田
等
制
度

に
関
す
る
文
献
を
配
当
す
る
「
制
度
」
を
設
定
す
る
。

○
中
分
類
「
中
国
古
典
注
釈
」―

小
分
類―

小
項
目―
細
目

　

本
分
類
は
、
大
分
類
「
漢
学
」
の
中
で
、
原
則
と
し
て
経
書
、
諸
子
、

史
書
、
即
ち
四
部
分
類
に
お
い
て
主
に
経
部
、
史
部
、
子
部
に
分
類
さ
れ

る
中
国
古
典
に
関
す
る
注
釈
等
を
対
象
と
す
る
。
そ
の
対
象
文
献
、
及
び

小
分
類
以
下
の
下
位
分
類
項
目
は
、
経
部
か
ら
順
に
、
易
類
以
下
四
書
類

ま
で
は
先
の
対
照
結
果
（
表
２
参
照
）
か
ら
「
漢
学
」
或
い
は
「
儒
学
」

が
占
め
る
。
こ
れ
ら
は
大
分
類
「
漢
学
」
の
対
象
と
な
り
、
次
に
そ
れ
ら

に
つ
い
て
小
分
類
、
小
項
目
、
細
目
を
設
定
し
分
類
す
る
。
そ
の
分
類

は
、
第
一
に
、
い
わ
ゆ
る
群
経
総
義
類
に
相
当
す
る
「
総
記
」
を
置
き
、

次
に
易
・
書
・
詩
・
礼
・
春
秋
類
に
相
当
す
る
「
五
経
」｛
小
項
目
「
易
」

「
書
」「
詩
」「
礼
」（
細
目
「
総
義
」「
周
礼
」「
儀
礼
」「
礼
記
」「
諸
雑
」）

「
春
秋
」（
細
目
「
総
義
・
諸
伝
」「
左
氏
伝
」「
公
羊
伝
」「
穀
梁
伝
」｝、

四
書
類
に
相
当
す
る
「
四
書
」｛
小
項
目
「
四
書
」「
大
学
」「
論
語
」「
孟

子
」「
中
庸
」「
論
孟
」「
学
庸
」｝、
そ
し
て
孝
経
類
に
相
当
す
る
「
孝

経
」
と
す
る
。

　

そ
の
他
経
部
の
楽
類
は
、
元
来
分
類
さ
れ
る
文
献
が
少
な
く
、
管
見
で

は
『
律
呂
新
書
』
関
連
文
献
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
音
楽
」
に
分
類
さ

れ
て
お
り
、
む
し
ろ
該
分
野
へ
移
動
し
た
ほ
う
が
分
野
と
し
て
の
ま
と
ま

り
が
得
ら
れ
や
す
い
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
大
分
類
「
漢
学
」
か
ら
除
外

す
る
。
続
く
小
学
類
も
、「
訓
詁
」
に
属
す
『
爾
雅
』
関
連
文
献
、「
字

書
」
に
属
す
『
千
字
文
』
関
連
文
献
は
概
ね
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い

る
が
、
同
じ
「
字
書
」
の
属
で
も
『
玉
篇
』
関
連
文
献
は
「
辞
書
」
に
、

『
説
文
』
関
連
文
献
は
主
に
「
文
字
」
に
、
韻
書
関
係
は
専
ら
「
音
韻
」

に
各
々
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
般
的
に
「
言
語
」
分
野
と
し
て
分

類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
こ
ち
ら
も
大
分
類
「
漢
学
」
か
ら
除

外
す
る
。

　

次
に
史
部
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
正
史
類
以
下
外
国
史
類
ま
で
の
歴
史

関
係
で
は
、
編
年
類
の
『
資
治
通
鑑
』
関
連
文
献
、
別
史
類
の
『
十
八

史
略
』
関
連
文
献
は
、
主
に
「
外
国
史
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、「
漢

学
」
と
し
て
も
分
類
さ
れ
、
正
史
類
の
『
史
記
』『
漢
書
』
等
、
雑
史
類

の
『
国
語
』『
戦
国
策
』
等
、
伝
記
類
の
『
晏
氏
春
秋
』『
朱
子
行
状
』
等

の
各
関
連
文
献
は
、
主
に
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
紀
事
本
末
・

外
国
史
の
両
類
は
該
当
文
献
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
が
、
載
記
・
史
鈔
・
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史
評
各
類
は
該
当
文
献
少
数
な
が
ら
い
ず
れ
も
「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て

い
る
た
め
、
こ
れ
ら
歴
史
関
係
は
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
「
外
国

史
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
『
資
治
通
鑑
』
関
連
の
編
年
類
、
及
び
『
十
八

史
略
』
関
連
の
雑
史
類
も
含
め
、
大
分
類
「
漢
学
」
の
対
象
と
す
る
。
そ

し
て
小
分
類
は
伝
記
類
を
「
伝
記
」、
そ
の
他
は
一
括
し
て
「
歴
史
」
と

す
る
。

　

そ
の
他
史
部
の
地
理
類
以
下
目
録
類
に
つ
い
て
は
、
元
よ
り
該
当
文
献

の
数
は
多
く
は
な
く
、
管
見
で
は
表
２
に
挙
げ
た
程
度
で
、
そ
れ
ら
は

「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
分
野
へ
も
分
類
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
地
理
類
の
『
水
経
注
』
関
連
文
献
は
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
で
は

「
漢
学
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
無
窮
会
の
織
田
文
庫
目
録
で
は
「
地

理
部
」
の
「
外
国
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
地
理

類
以
下
の
各
類
は
、
大
分
類
「
漢
学
」
か
ら
除
外
し
、
地
理
類
は
「
地

理
」
分
野
へ
、
時
令
、
職
官
、
政
書
、
詔
令
奏
義
の
各
類
は
「
政
治
」

「
法
制
」
分
野
へ
、
目
録
類
は
「
書
誌
」「
書
目
」
分
野
等
各
該
当
分
野
へ

移
動
す
る
こ
と
と
す
る
。

　

続
い
て
子
部
は
、
儒
家
・
法
家
・
雑
家
・
小
説
家
・
類
書
・
道
家
の
各

類
は
概
ね
「
漢
学
」
に
、
術
数
類
は
「
漢
学
」
の
他
「
占
卜
」
に
、
そ
し

て
兵
家
・
医
家
・
天
文
算
法
・
藝
術
・
譜
録
・
釈
家
の
各
類
は
「
漢
学
」

以
外
の
各
該
当
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
小
分
類
の
項
目
設
定
は
、
基

本
的
に
は
そ
れ
ら
に
準
じ
る
が
、
小
説
家
・
兵
家
の
両
類
の
分
類
に
つ
い

て
は
、
既
存
の
各
種
目
録
に
鑑
み
、
変
更
す
る
。

　

小
説
家
類
に
分
類
さ
れ
る
文
献
に
は
、『
世
説
新
語
』『
山
海
経
』『
搜

神
記
』『
遊
仙
窟
』
等
の
関
連
文
献
が
あ
り
、『
世
説
新
語
』
関
連
文
献

は
、
無
窮
会
織
田
文
庫
目
録
で
は
「
史
部―

支
那―

伝
記
」
に
、『
東
北

大
目
』
で
は
「
三　

歴
史
・
地
理―

（
三
）
伝
記―

三
合
伝
／
外
国
合

伝
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
『
山
海
経
』『
遊
仙
窟
』
に
つ
い
て

は
漢
籍
が
織
田
文
庫
目
録
に
著
録
さ
れ
、
前
者
は
「
地
理
部―

外
国
」

に
、
後
者
は
「
演
史
小
説
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
他
分

野
へ
移
動
可
能
と
看
做
し
、「
小
説
家
類
」
に
つ
い
て
は
立
項
し
な
い
こ

と
と
す
る
。

　

一
方
、
兵
家
類
に
は
『
六
韜
』『
孫
子
』『
呉
子
』『
握
奇
経
』『
武
経

七
書
』
等
の
関
連
文
献
が
あ
る
が
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
に
お
い
て
は
一
部

「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
主
に
「
兵
法
」
に
分
類
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
文
献
に
は
林
羅
山
『
六
韜
諺
解
』、
荻
生
徂
徠
『
孫
子

解
』、
佐
藤
一
斎
『
呉
子
副
詮
』
等
が
あ
り
、
そ
の
編
著
者
か
ら
推
察
す

る
に
「
漢
学
」
と
し
て
分
類
し
た
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
羅
山

『
六
韜
諺
解
』
は
無
窮
会
平
沼
文
庫
第
一
輯
目
録
に
は
「
兵
家
類
」
に
、

一
斎
『
呉
子
副
詮
』
は
前
出
『
真
軒
目
』
に
は
「
丙　

子
部
」
の
「
二　

兵
農
医
天
算
術
数
類
」
に
各
々
分
類
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
分
類
試

案
で
は
大
分
類
「
漢
学
」
に
含
め
る
。

　

そ
の
他
、
子
部
に
お
い
て
除
外
し
た
類
の
中
で
も
「
漢
学
」
へ
分
類
し

た
方
が
適
当
と
思
わ
れ
る
文
献
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
「
諸
家
」
と
い
う

項
目
を
設
定
し
、
該
項
目
に
排
列
す
る
。
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集
部
に
つ
い
て
は
、『
文
選
』『
古
文
真
宝
』
関
連
文
献
の
一
部
に
は

「
漢
学
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
主
に
「
漢
文
」「
漢
文

集
」「
漢
詩
」「
漢
詩
文
」
等
文
学
分
野
に
分
類
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
初

の
方
針
の
通
り
、「
漢
学
」
か
ら
除
外
す
る
。

○
中
分
類
「
論
説
」・
小
分
類

　

必
ず
し
も
特
定
の
中
国
古
典
に
基
づ
か
な
い
漢
学
一
般
に
関
す
る
論
説

等
を
対
象
と
す
る
が
、
漢
学
に
関
す
る
概
論
、
漢
学
史
や
漢
学
者
の
伝

記
、
儀
礼
や
井
田
等
に
関
す
る
論
説
は
「
総
記
」
と
し
て
別
掲
す
る
こ
と

は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
残
る
各
人
の
論
説
に
つ
い
て
は
、
各

編
著
者
の
学
派
別
に
よ
り
に
小
分
類
す
る
。
立
項
し
た
学
派
の
名
称
は
、

『
読
史
備
要
』
所
収
の
「
儒
学
系
図
」
に
収
載
す
る
四
派
に
準
拠
し
、「
朱

子
学
派
」「
古
学
派
」「
陽
明
学
派
」「
折
衷
学
派
」
と
す
る
。
ま
た
編
著

者
複
数
で
そ
の
各
学
派
が
相
違
す
る
場
合
は
「
総
記
」、
編
著
者
、
及
び

学
派
不
明
等
は
「
諸
派
含
古
代
中
世
儒
学
、
闕
名
」
と
し
た
。
編
著
者

の
学
派
は
、
原
則
と
し
て
関
儀
一
郎
編
『
近
世
漢
学
者
伝
記
著
作
大
事

典
』
に
拠
る
。
但
し
、
同
書
は
「
程
朱
学
」「
敬
義
学
」「
陽
明
学
」「
古

義
学
」「
復
古
学
」「
古
注
学
」「
折
衷
学
」「
考
証
学
」
の
八
派
に
分
類
さ

れ
る
た
め
、
本
分
類
試
案
の
四
派
に
以
下
の
よ
う
に
適
宜
変
換
し
た
。
そ

の
対
応
は
以
下
の
通
り
。
同
書
に
学
派
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
人
物
に
つ

い
て
は
、
該
事
典
以
外
の
参
考
文
献
、
或
い
は
実
際
の
各
文
献
の
内
容
等

に
よ
り
推
定
し
、
適
宜
分
類
す
る
。

　
「
総
記
」
…
編
著
者
複
数
で
各
学
派
が
相
違
す
る
場
合
。

　
「
朱
子
学
派
」
…
「
程
朱
学
」「
敬
義
学
」

　
「
古
学
派
」
…
「
古
義
学
」「
復
古
学
」

　
「
陽
明
学
派
」
…
「
陽
明
学
」

　
「
折
衷
学
派
」
…
「
古
注
学
」「
折
衷
学
」「
考
証
学
」

　
「
諸
派
含
古
代
中
世
儒
学
、
闕
名
」
…
学
派
不
明
等

　

四　

ま
と
め
、
今
後
の
課
題

　

以
上
、
今
回
、
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
に
お
け
る
「
漢
学
」「
儒
学
」
文
献
に
つ

い
て
、「
日
本
古
典
籍
分
類
概
念
表
の
確
立
と
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
に
お
け
る
分
類
化
促
進
」
と
い
う
研
究
事
業
の
目
的
の
た
め
に
、

分
類
項
目
試
案
を
設
定
し
、
四
部
分
類
を
準
用
し
た
中
国
古
典
に
基
づ
く

文
献
と
、
編
著
者
の
所
属
学
派
に
よ
っ
て
分
類
し
た
そ
れ
以
外
の
邦
人
論

説
と
の
、
二
元
的
な
分
類
結
果
と
な
っ
た
。
一
方
で
は
「
漢
学
」
と
い
う

用
語
の
定
義
の
問
題
も
浮
上
し
て
く
る
が
、
今
回
は
「『
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
』

に
お
け
る
」
と
限
定
し
た
の
で
、
そ
の
問
題
に
は
あ
え
て
言
及
し
な
か
っ

た
。
そ
の
う
え
で
今
回
の
分
類
作
業
の
意
義
を
述
べ
る
な
ら
ば
、「『
古
典

籍
Ｄ
Ｂ
』
に
お
け
る
」
と
い
う
限
定
つ
き
で
は
あ
る
が
、
従
来
「
漢
学
」

と
分
類
さ
れ
て
い
る
文
献
の
内
容
を
解
析
す
る
に
は
、
一
定
の
成
果
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四
部
分
類
の
中
で
も
該
当
す

る
漢
学
文
献
が
無
い
分
野
、
ま
た
、「
古
典
籍
Ｄ
Ｂ
」
の
分
類
に
お
い
て
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「
漢
学
」「
儒
学
」
と
の
近
接
領
域
分
野
等
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
後
者
に

つ
い
て
具
体
例
を
挙
げ
れ
ば
、
経
部
小
学
類
に
お
け
る
「
言
語
」、
史
部

に
お
い
て
は
「
歴
史
」「
伝
記
」、
ま
た
全
般
と
し
て
「
教
育
」「
教
訓
」

等
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
今
回
の
作
業
過
程
に
お
い
て
は
、
や
は
り
日
本
に
お
け
る
漢

学
文
献
の
全
体
を
一
元
的
に
分
類
し
た
い
と
い
う
欲
求
も
生
じ
て
き
た
。

漢
学
文
献
の
全
体
を
一
元
的
に
分
類
す
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法

が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ
と
し
て
漢
学
文
献
全
体
を
、
四
部
分
類

に
よ
り
分
類
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
今
回
の
よ

う
に
漢
文
文
献
の
、
し
か
も
人
文
科
学
系
の
哲
学
思
想
文
献
に
限
っ
て
し

ま
う
と
、
例
え
ば
自
然
科
学
系
の
医
書
等
が
脱
落
し
て
し
ま
う
。
し
た
が

っ
て
、
四
部
分
類
を
採
用
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
漢
文
・
非
漢
文

を
問
わ
ず
、
現
在
、
他
分
野
に
著
録
さ
れ
て
い
る
、
中
国
古
典
に
由
来
す

る
文
献
を
注
釈
に
限
ら
ず
全
て
抽
出
し
た
上
で
、
新
た
に
分
類
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
こ
の
方
法
は
他
律
的
で
は
あ
る
が
、
中
国
の
学
術
体
系
全
体

の
中
で
、
そ
れ
を
受
け
て
生
産
さ
れ
た
日
本
古
典
籍
の
全
貌
を
把
握
す
る

に
は
、
一
定
の
有
効
性
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
参
考
ま
で
に
、
今
回
、
各
種
漢
文
文
献
、
或
い
は
漢
学
関
連
文

献
を
収
載
し
た
主
要
な
叢
書
と
し
て
、
関
儀
一
郎
編
『
日
本
名
家
四
書

註
釈
全
書
』（
東
洋
図
書
刊
行
会
／
大
正
十
一
〜
五
年
発
行
）、
同
前
編

『
日
本
儒
林
叢
書
』『
日
本
儒
林
叢
書
続
編
』『
日
本
儒
林
叢
書
続
続
編
』

（
同
前
／
昭
和
二
〜
十
二
年
）、
早
稲
田
大
学
出
版
部
編
『
漢
籍
国
字
解
全

書
』（
早
稲
田
大
学
出
版
部
／
大
正
十
五
年
〜
昭
和
八
年
）、
滝
本
誠
一
編

『
日
本
経
済
大
典
』（
史
誌
出
版
社
／
昭
和
三
〜
五
年
）、
崇
文
院
編
『
崇

文
叢
書
』（
崇
文
院
／
昭
和
二
〜
八
年
）、
井
上
哲
次
郎
・
蟹
江
義
丸
共
編

『
日
本
倫
理
彙
編
』（
臨
川
書
店
／
昭
和
四
十
五
年
）、
塙
保
己
一
編
『
群

書
類
従
』（
第
八
・
九
輯
文
筆
部
）（
群
書
類
従
刊
行
会
）
か
ら
、
四
部
分

類
に
配
当
し
う
る
文
献
を
抽
出
し
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
四
部
分
類
化
を
試

み
た
（
表
４
参
照
）。
但
し
、
各
文
献
の
内
容
を
熟
慮
し
た
上
で
の
分
類

で
は
な
い
た
め
、
不
適
当
な
分
類
も
あ
ろ
う
が
、
一
資
料
と
し
て
了
承
さ

れ
た
い
。
ま
た
各
分
類
内
の
排
列
は
順
不
同
で
あ
る
。
な
お
、
近
世
漢
学

文
献
を
四
部
分
類
化
し
た
目
録
に
は
、
夙
に
寺
田
望
南
『
大
日
本
経
解
目

録（
４
）』
が
あ
り
、
中
国
に
基
づ
く
文
献
を
、「
周
易
」「
尚
書
」「
詩
」「
礼
」

「
春
秋
」「
孝
経
」「
諸
経
」「
四
書
」
に
八
分
し
、
そ
れ
ら
以
外
の
漢
学
に

関
す
る
論
説
を
、「
経
」「
史
」「
子
」「
集
」
の
四
部
に
分
類
し
て
い
る
。

　

本
稿
が
、「
漢
学
」
と
い
う
諸
領
域
に
ま
た
が
る
文
献
に
対
す
る
関
心

を
喚
起
す
る
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
稿
を
終
え
る
。
な
お
、
本

稿
に
提
示
し
た
新
た
な
分
類
項
目
試
案
に
し
た
が
っ
た
、「
漢
学
」「
儒

学
」
文
献
の
分
類
目
録
を
、
別
途
作
成
中
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）　

漢
籍
、
国
書
と
は
別
に
「
準
漢
籍
」
を
立
項
し
た
目
録
は
、
管
見
に
よ

れ
ば
、
長
沢
規
矩
也
氏
が
編
纂
に
携
わ
っ
た
内
閣
文
庫
の
目
録
が
そ
の
嚆
矢



日本漢学文献の分類について

̶ 213 ̶

と
思
わ
れ
る
。「
準
漢
籍
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
長
沢
氏
が
『
古
書
の
は

な
し
』（
冨
山
房
／
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
発
行
）
に
お
い
て
そ
の
概
要
を

示
し
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
高
山
節
也
氏
は
、
高
橋
智
氏
、
山
本
仁
氏
と
と

も
に
、「
漢
籍
目
録
編
纂
に
お
け
る
準
漢
籍
の
扱
い
に
つ
い
て
」（『
汲
古
』

第
四
十
六
号
／
汲
古
書
院
／
平
成
十
六
年
十
二
月
）
に
お
い
て
具
体
的
文
献

名
を
挙
げ
つ
つ
、
概
念
規
定
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

漢
学
と
儒
学
と
は
、
内
容
的
に
相
互
間
に
明
確
な
分
類
概
念
が
存
在
し

た
と
は
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、「
大
学
」
と
「
中
庸
」
を
総
称
し
た
「
学

庸
」
に
関
す
る
注
解
書
は
儒
学
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、「
大
学
」「
中
庸
」

そ
れ
ぞ
れ
の
注
解
書
は
漢
学
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）　

著
作
年
代
順
に
排
列
さ
れ
た
後
に
、
中
国
に
お
け
る
儀
礼
・
葬
祭
・
井

田
に
関
す
る
制
度
的
な
文
献
が
附
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
日
本
に
お
け
る

そ
れ
ら
儀
礼
、
葬
祭
、
井
田
に
つ
い
て
は
、
順
に
、
第
九
門
「
政
治
・
法

制
」
の
第
七
類
「
典
例
・
儀
式
」、
第
二
門
「
神
祇
」
の
第
三
類
「
祭
祀
」

の
「（
七
）
葬
祭
」、
第
十
門
「
経
済
」
の
第
四
類
「
地
方
」
等
に
分
類
さ
れ

て
い
る
。

（
４
）　

東
京
都
立
中
央
図
書
館
井
上
文
庫
（
請
求
記
号
井
三
五
一
）
所
蔵
。

該
目
録
に
関
し
て
は
、
内
野
台
嶺
「
日
本
経
解
に
つ
い
て
」（
徳
川
公
継
宗

七
十
年
祝
賀
記
念
会
『
近
世
の
儒
学
』
一
一
二
七
頁
〜
一
一
四
九
頁
所
収
／

岩
波
書
店
／
昭
和
十
四
年
八
月
発
行
）
に
お
い
て
、
井
上
哲
次
郎
の
話
を
引

用
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
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